
 

 

役員等の報酬規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人桐生会（以下、「法人」という。）の理事、監事、評議

員及び評議員選任・解任委員の報酬に関する事項を定める。 

 

（報 酬） 

第２条 理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会等の会議に出席した場合の報酬につ

いては以下のとおりとする。但し、常勤理事（この法人を主たる勤務場所にする者）

及び法人職員については、この規程を適用しない。 

 

   （１）日 当：１日につき  理 事        １２，０００円 

                 監 事        １２，０００円 

                 評議員        １２，０００円 

                 評議員選任・解任委員 １２，０００円 

   （２）宿泊料：１泊につき       １５，０００円（上限） 

 

（旅費等） 

第３条 役員が、法人の業務のために出張等をしたときは、前条に定める日当及び宿泊料

の他、職員の旅費規定に準じて旅費等を支払う。 

  

（改 正） 

第４条 この規程の改訂については、評議員会の議決を要する。 

 

 

  付 則 

    この規程は、平成１６年 ４月 １日 施行 

          平成１９年１２月２２日 一部改訂 

          平成２６年 ５月２９日 一部改訂 

          平成２８年 ４月 １日 一部改訂 

          平成２９年 ６月２２日 一部改訂 

          平成３０年 ３月２４日 一部改訂 


